
男女の賃金の差異の算出方法等について



(1) 算出の手順



男性女性

男性・正規女性・正規正規労働者

男性・非正規女性・非正規
非正規労働

者

①労働者を男性・女性、また、正規・非正規で４種類に分類します。
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①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表

「正規労働者」・「非正規労働者」の考え方については後述します。



②４種類の労働者それぞれについて、一の事業年度の総賃金と人員数を算出
します。
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男性女性

男性・正規の

総賃金・人員数

女性・正規の

総賃金・人員数
正規労働者

男性・非正規の

総賃金・人員数

女性・非正規の

総賃金・人員数非正規労働
者

総賃金の算出方法、人員数の考え方については後述します。

算出した総賃金・人員数は全ての労働者の男女の賃金の差異の算出に利用可能です。

￥ ￥

￥ ￥

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表



男性女性

男性・正規の
平均年間賃金

（＝総賃金÷人員数）

女性・正規の
平均年間賃金

（＝総賃金÷人員数）

正規労働者

男性・非正規の
平均年間賃金

（＝総賃金÷人員数）

女性・非正規の
平均年間賃金

（＝総賃金÷人員数）

非正規労働
者

③４種類の労働者それぞれについて、平均年間賃金を算出します。
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②でそれぞれ算出した総賃金をそれぞれの人員数で除します。

平均年間賃金① 平均年間賃金②

平均年間賃金③ 平均年間賃金④

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表



④正規・非正規の総賃金・人員数を利用して、全ての労働者の年間平均賃金
を男女別に算出します。
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男性女性

総賃金（C）
人員数（D）

総賃金（A）
人員数（B）

正規労働者

総賃金（G）
人員数（H）

総賃金（E）
人員数（F）非正規労働者

総賃金（C＋G）
人員数（D＋H）

総賃金（A＋E）
人員数（B＋F）全ての労働者

＝平均年間賃金①

＝平均年間賃金③

＝平均年間賃金②

＝平均年間賃金④

＝平均年間賃金⑥＝平均年間賃金⑤

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表



⑤正規、非正規、全ての労働者の区分ごとに、（女性の平均年間賃金）÷
（男性の平均年間賃金）により、割合（パーセント）算出し、公表します。

男性女性

平均年間賃金
②

平均年間賃金
①

正規
労働者

平均年間賃金
④

平均年間賃金
③

非正規
労働者

平均年間賃金
⑥

平均年間賃金
⑤

全ての
労働者

全労働者の男女の賃金の差異

正規雇用の男女の賃金の差異

非正規雇用の男女の賃金の差異

①
②

×100％③
④

⑤
⑥

×100％

×100％

公表する割合

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表

※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示（必須）。 7



留意するポイント（情報公表が必要な３区分）
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「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の３区分での公表が必要です。

「全労働者」は、「正規雇用労働者」と「非正規雇用労働者」の合計、

「正規雇用労働者」は、期間の定めなくフルタイム勤務する労働者、

「非正規雇用労働者」は、パートタイム労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業主

に雇用される通常の労働者（正規雇用労働者）に比べて短い労働者）及び有期雇用労働

者（事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者）をいいます。

派遣労働者は派遣元事業主において算出し、派遣先の事業主の算出対象の非正規雇用労
働者から除外します。

なお、個々の事業主において、更に詳細な区分により、男女の賃金の差異の公表を任意
で行うことは、何ら差し支えありません。



（参考）本社と複数の支社がある場合１／２
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男性女性（●●支社）

総賃金（c1）
人員数（d1）

総賃金（a1）
人員数（b1）

正規
労働者

総賃金（g1）
人員数（h1）

総賃金（e1）
人員数（f1）

非正規
労働者

男性女性（△△支社）

総賃金（c2）
人員数（d2）

総賃金（a2）
人員数（b2）

正規
労働者

総賃金（g2）
人員数（h2）

総賃金（e2）
人員数（f2）

非正規
労働者

男性女性（本社）

総賃金（C）
人員数（D）

総賃金（A）
人員数（B）

正規
労働者

総賃金（G）
人員数（H）

総賃金（E）
人員数（F）

非正規
労働者

本社およびすべての支社のデータを積み上げて算出します。

本社

△△支社●●支社

積み上げ

積み上げ



（参考）本社と複数の支社がある場合２／２
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男性女性

総賃金（C+c1+c2）
人員数（D+d1+d2）

総賃金（A+a1+a2）
人員数（B+b1+b2）

正規
労働者

総賃金（G+g1+g2）
人員数（H+h1+h2）

総賃金（E+e1+e2）
人員数（F+f1+f2）

非正規
労働者

総賃金（C+c1+c2＋G+g1+g2）
人員数（D+d1+d2＋H+h1+h2）

総賃金（A＋a1+a2＋E+e1+e2）
人員数（B+b1+b2＋F+f1+f2）

全ての
労働者

＋

本社 △△支社●●支社

＋



(2) 賃金について



総賃金の算出（源泉徴収簿を用いる場合）
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源泉徴収簿を用いて、総賃金を算出することが可能です。

（１）事業年度が１月～12月の企業の場合

事業年度に対応した期間内の
支払額の合計が、一人の労働
者の年間賃金となります。

これを、男女を分けて、正規、
非正規、全ての労働者につい
て足し上げることで、それぞ

れの総賃金となります。

給料・手当等

の総支給額

賞与等の総支給額



総賃金の算出（源泉徴収簿を用いる場合）
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（２）事業年度が４月～翌３月の企業の場合

事業年度が跨がる２年分の源泉徴収
簿を用意し、事業年度に対応した期
間内の支払額の合計が、一人の労働

者の年間賃金となります。

これを、男女を分けて、正規、非正
規、全ての労働者について足し上げ
ることで、それぞれの総賃金となり

ます。

令和４年

令和５年

5

賞与等の総支給額

給料・手当等の総支給額

（4～12月分と翌1～3月分）



総賃金について
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賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に支払う全てのものをいいます。

ただし、退職手当は、年度を超える労務の対価という性格を有することから、ま
た、通勤手当等は、経費の実費弁償という性格を有することから、個々の事業主
の判断により、それぞれ「賃金」から除外する取扱いとして差し支えありません。

なお、所得税法（昭和40年法律第33号）第28条に規定する「給与所得」は、上述
の賃金の取扱いに合致します。



有価証券報告書を作成している場合の算出について
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○有価証券報告書を作成する事業主は、有価証券報告書を作成する際に用いる

• 「従業員」の範囲

• 「平均年間給与」の計算に用いる給与の範囲

が、それぞれ、女性活躍推進法における「男女の賃金の差異」の算出の原則（「正規雇

用労働者」の定義、「賃金」の定義）に適合している場合、有価証券報告書における

「従業員」の「平均年間給与」の算出方法を踏まえて、男女別の平均年間賃金を算出し

て差し支えありません。

※有価証券報告書における「臨時従業員」についても、「非正規雇用労働者」の定義に
適合している場合、その人員数の数え方を踏まえて、必要な算出を行って差し支え
ありません。



(３) 人員数について



人員数の算出
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１．基本的な考え方

・男女で異なる数え方をしないこと。

・初回の公表以降、将来に向かって繰り返し行う公表を通じて一貫性ある方法を採用すること。

・人員数の数え方を変更する必要が生じた場合は、人員数の数え方を変更した旨及び変更した理由について

明記すること。

２．具体例

・一の事業年度の期首から期末までの連続する12か月の特定の日（給与支払日、月の末日その他）の労働者の人
数の平均を用いることが考えられます。

※この方法を用いる場合、人員数は勤務期間（勤務している月数）に応じて換算されていることに留意することが必要。

・さらに、パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換
算しても差し支えありません。この場合、換算をしている旨を重要事項として説明欄に記載してください。

３．出向者等の扱い

個々の事業主において、従前の情報公表の方法も踏まえつつ、実情に応じて適切な方法を採用することで差し
支えありません。ただし、男性・女性、正規雇用・非正規雇用で扱いは統一し、一貫性のある扱いをすることが
必要です。



人員の考え方
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備考数え方
人員を数える
期間の単位

・源泉徴収簿を基に作業可能。
・年度途中の入職（退職）や

産休・育休入り（復帰）も反映
可能。

各月の特定の日（給与の支払日、月末日
など）に雇用している労働者の数の１２
か月平均

月

必須ではない。各事業主の実情に応
じて、取り入れるか否かを判断して
よい。

（上記の月単位に加えて）
パートの所定労働時間を用いる。
（4時間勤務/日＝1/2日・人）

時間

対外的に説明責任を果たし得るよう、適切な数え方を採用すること

１．基本的な考え方

２．補足
○ １．に加えて、人員を数える期間の単位として、「日」を用いることも考えられます。

※ 一か月のうちの勤務日数を換算する。（例:１か月（30日）のうち15日勤務 ⇒ 1/2月･人）

○ なお、一の事業年度を通じ、労働者数及び男女比の変動がほとんど見られない等の事情がある事業
主においては、事業年度の特定の日（例えば、事業年度の末日や年央の月の末日）に雇用している労
働者の数をもって、男女の賃金の差異を計算する際の人員数として用いることも可能ですが、そのよ
うな事情等がない場合には、この人員数を用いることは適切ではありません。



留意するポイント（人員数の算出について）
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育児短時間勤務利用者等について給与を短縮時間分だけ減額している場合、育児等が
女性に偏っている現状があれば、男女の賃金の差異は、大きくなる可能性があります。

だからといって、育児短時間勤務利用者等の給与・人員を除外することは適切ではあ
りません。両性の働き方の違いが縮小すれば、男女の賃金の差異の縮小として反映され
るからです。

このような事情については、後述する「説明欄」において、追加的な情報として公表
することが適切です。



（参考）事業年度が１月～１２月の場合の人員数の算出
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各月の人員数

12
月

11
月

10
月

9月8月7月6月5月4月3月2月1月

A12A11 A10 A9A8A7A6A5A4A3A2A1正規

B12 B11 B10 B9B8B7B6B5B4B3B2B1非正規

A12
＋

B12

A11
＋

B11

A10 
＋

B10

A9
＋
B9

A8
＋
B8

A7
＋
A7

A6
＋
B6

A5
＋
B5

A4
＋
B3

A3
＋
B3

A2
＋
B2

A1
＋
B1

全て
の

労働
者

【正規労働者の人員数】
（A1+A2+･･･+A11+A12）÷12（ヶ月）

【非正規労働者の人員数】
（B1+B2+･･･+B11+B12）÷12（ヶ月）

【全ての労働者の人員数】
｛（A1+A2+･･･+A11+A12）＋（B1+B2+･･･+B11+B12）｝÷12（ヶ月）

（単位：人）


